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 富山県暴力団排除条例に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め、公 

布する。 

  令和２年12月18日 

                  富山県公安委員会 

                     委 員 長 麦  野  英  順  

富山県公安委員会規則第12号 

   富山県暴力団排除条例に関する規則の一部を改正する規則 

 富山県暴力団排除条例に関する規則（平成23年富山県公安委員会規則第２号）の 

一部を次のように改正する。 

 第３条の次に次の１条を加える。 

 （暴力団事務所の開設及び運営を禁止する区域の基準となる施設） 

第３条の２ 条例第13条第１項第11号に規定する公安委員会規則で定める施設は、 

 別表に掲げる施設とする。 

 第４条の見出しを「（調査の手続）」に改め、同条中「条例第20条」を「条例第 

20条第１項又は第４項」に改める。 

 第５条第２項中「説明日時等変更申出書」を「日時等変更申出書」に改め、同条 

第４項中「説明日時等決定通知書」を「日時等決定通知書」に改める。 

 第５条の次に次の１条を加える。 

毎週月.水.金曜日発行 
令和２年12月18日 

金 曜 日 
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 （立入検査） 

第５条の２ 条例第20条第１項の規定による立入検査は、同項の規定による説明又 

 は資料の提出によってはその目的を達することができないときに行うものとする。 

２ 条例第20条第２項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書（様式第 

 ４号の２）のとおりとする。 

 第９条第２項中「意見の聴取日時等変更申出書」を「日時等変更申出書」に改め、 

「（様式第８号）」を削り、同条第４項中「意見の聴取日時等決定通知書」を「日 

時等決定通知書」に改め、「（様式第９号）」を削る。 

 第10条第１項中「説明」を「条例第20条第１項又は第４項の規定により説明」に、 

「又は当事者」を「又は条例第22条第２項の規定により意見を述べる機会を与えら 

れた者」に改め、同条第３項中「様式第10号」を「様式第８号」に改め、同条第４ 

項中「様式第11号」を「様式第９号」に改める。 

 第11条を第17条とし、第10条の次に次の６条を加える。 

 （中止命令の方法） 

第11条 条例第13条の２の規定による命令は、中止命令書（様式第10号）により行 

 うものとする。 

 （弁明の機会の付与） 

第12条 条例第13条の２の規定による命令を行おうとする場合における富山県行政 

 手続条例（平成７年富山県条例第１号。以下「手続条例」という。）第28条の規 

 定による通知は、弁明通知書（様式第11号）により行うものとする。 

２ 手続条例第27条第１項の規定による弁明書には、提出をする者の氏名、住所、 

 弁明の件名及び弁明に係る事案についての意見を記載しなければならない。 

３ 公安委員会は、手続条例第28条の提出期限までに手続条例第27条第１項の弁明 

 書が提出されない場合又は手続条例第28条の日時に弁明者が出頭しない場合には、 

 改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。 

 （口頭による弁明） 

第13条 公安委員会は、弁明を口頭ですることを認めたときは、指定警察職員に弁 

 明を録取させるものとする。 

２ 前項の規定により弁明を録取する者（以下「弁明録取者」という。）は、弁明 
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 の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 

 並びにその原因となる事実を弁明者（手続条例第28条の規定による通知を受けた 

 者（手続条例第29条において準用する手続条例第15条第３項後段の規定により当 

 該通知が到達したものとみなされる者を含む。）をいう。以下同じ。）に対し説 

 明しなければならない。 

３ 弁明録取者は、弁明者が口頭による弁明をしたときは、弁明調書（様式第12号） 

 を作成しなければならない。 

４ 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、前項の弁明調書を公安委員 

 会に提出しなければならない。 

 （弁明に当たっての証拠書類等の提出等） 

第14条 公安委員会は、手続条例第27条第２項の規定による証拠書類等の提出を受 

 けたときは、提出物目録（様式第13号）を作成しなければならない。 

２ 前項の提出物目録は、前条第３項の弁明調書に添付しなければならない。 

３ 公安委員会は、第１項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物 

 目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。 

４ 公安委員会は、提出を受けた証拠書類等が必要なくなったときは、速やかにこ 

 れを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等 

 の返還は、還付請書（様式第14号）と引換えに行わなければならない。 

 （弁明の日時等の変更） 

第15条 弁明者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、 

 日時等変更申出書により口頭による弁明の日時又は場所の変更を申し出ることが 

 できる。 

２ 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による弁明の日時 

 又は場所を変更することができる。 

３ 公安委員会は、前項の規定により口頭による弁明の日時若しくは場所の変更を 

 したとき、又は第１項の規定による申出を受けた場合で口頭による弁明の日時若 

 しくは場所の変更をしなかったときは、速やかにその旨を日時等決定通知書によ 

 り弁明者に通知しなければならない。 

 （弁明の機会の付与における代理人の選任等） 
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第16条 手続条例第29条において準用する手続条例第16条第３項の規定による代理 

 人の資格の証明は、代理人選任届出書により行うものとする。 

２ 手続条例第29条において準用する手続条例第16条第４項の規定による届出は、 

 代理人資格喪失届出書により行うものとする。 

 附則の次に次の別表を加える。 

別表（第３条の２関係） 
 

施設名 所在地 

富山市子どもの村 富山市山田赤目谷16番地２ 

山野スポーツセンター 富山市本宮12番地 

滑川市東福寺野自然公園研修センター（青雲閣） 滑川市東福寺野41番地 

黒部市ふれあい交流館 黒部市窪野97番地 

 様式第１号を次のように改める。 
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様式第１号（第４条関係）                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6  令和２年 12月 18日    富 山 県 報          号  外   

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  令和２年 12月 18日       富 山 県 報       号  外  7   

 

 様式第２号を次のように改める。 

様式第２号（第４条関係）                          
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 様式第３号を次のように改める。 

様式第３号（第５条、第９条、第15条関係）                  
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 様式第４号を次のように改める。 

様式第４号（第５条、第９条、第15条関係）                  
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 様式第４号の次に次の１様式を加える。 

様式第４号の２（第５条の２関係）                      
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 様式第６号を次のように改める。 

様式第６号（第８条関係）                          
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 様式第７号を次のように改める。 

様式第７号（第８条関係）                          
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 様式第８号を次のように改める。 

様式第８号（第10条、第16条関係）                      
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 様式第９号を次のように改める。 

様式第９号（第10条、第15条関係）                      
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 様式第10号を次のように改める。 

様式第10号（第11条関係）                          
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 様式第11号を次のように改める。 

様式第11号（第12条関係）                          
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 様式第11号の次に次の３様式を加える。 

様式第12号（第13条関係）                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  令和２年 12月 18日       富 山 県 報       号  外  21   

 

様式第13号（第14条関係）                          
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様式第14号（第14条関係）                        
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   附 則 

 この規則は、令和３年１月１日から施行する。 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

規      程 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県公安委員会の事務の専決に関する規程の一部を改正する規程を次のように 

定め、公布する。 

  令和２年12月18日 

                  富山県公安委員会 

                     委 員 長 麦  野  英  順  

富山県公安委員会規程第４号 

   富山県公安委員会の事務の専決に関する規程の一部を改正する規程 

 富山県公安委員会の事務の専決に関する規程（昭和61年富山県公安委員会規程第 

２号）の一部を次のように改正する。 

 別表聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第26 

号）の項の次に次の項を加える。 
 

富山県行政手続条例（平成７ 

年富山県条例第１号） 

１ 第28条の規定による弁明の機会の付与の通知 

２ 第29条において準用する第15条第３項後段の規定 

 による名あて人となるべき者の所在が判明しない場 

 合の弁明の機会の付与の通知 

 別表暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則（平成３年国家公 

安委員会規則第４号）の項中第９号を第10号とし、第５号から第８号までを１号ず 

つ繰り下げ、第４号の次に次の１号を加える。 

５ 第36条第２項に規定する身分証明書の交付 

 別表富山県暴力団排除条例（平成23年富山県条例第４号）の項中第１号を次のよ 

うに改める。 

１ 第20条第１項の規定による説明又は資料の提出の請求及び立入検査の実施の決 

 定並びに同条第４項の規定による説明又は資料の提出の請求 

 別表富山県暴力団排除条例に関する規則（平成23年富山県公安委員会規則第２号） 
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の項第２号中「説明日時等変更申出書」を「日時等変更申出書」に改め、同項第５ 

号を第６号とし、同項第４号中「意見の聴取日時等変更申出書」を「日時等変更申 

出書」に改め、同号を第５号とし、同項第３号を第４号とし、同項第２号の次に次 

の１号を加える。 

３ 第５条の２第２項に規定する身分証明書の交付 

 別表富山県暴力団排除条例に関する規則（平成23年富山県公安委員会規則第２号） 

の項に次の４号を加える。 

７ 規則第13条第４項に規定する弁明調書の受理 

８ 規則第14条第１項に規定する証拠書類等の受理及び提出物目録の作成、同条第 

 ３項に規定する提出物目録の写しの交付並びに同条第４項に規定する証拠書類等 

 の返還及び還付請書の受理 

９ 規則第15条第１項に規定する日時等変更申出書の受理、同条第２項に規定する 

 口頭による弁明の日時又は場所の変更及び同条第３項に規定する口頭による弁明 

 の日時又は場所の決定の通知 

10 規則第16条第１項に規定する代理人選任届出書の受理及び同条第２項に規定す 

 る代理人資格喪失届出書の受理 

   附 則 

 この規程は、令和３年１月１日から施行する。  
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